
 

千葉市建築工事における建設キャリアアップシステム活用に関する工事試行要領 
 

１ 目的 

本要領は、千葉市発注の建築工事において建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」とい

う。）の活用を図る「CCUSを活用する工事(以下、「CCUS活用工事」という。)」の試行に必要な

事項を定め、その円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

本要領において使用する用語の定義は以下のとおりとする。 

（１）CCUS 

建設工事業を営む事業者が、現場に従事する技能者の入場管理や処遇改善等に活用すること

を目的とし、就業履歴や技能レベル等を、業界横断的に登録・蓄積するためのデータベースシ

ステム。※システムの運営は（一財）建設業振興基金が行う。 

（２）事業者登録 

当該 CCUS活用工事における事業者が CCUSに事業者登録を行うこと。 

（３）技能者登録 

当該 CCUS活用工事における元請及び下請事業者の従業員で建設技能者として就労する者

（一人親方を含む）が CCUSに技能者登録を行うこと。 

（４）カードリーダー等 

CCUSの技能者の就業履歴情報の登録に対応した、現場に設置する端末等のこと。 

（５）現場利用料 

CCUSの技能者の就業履歴情報の登録（カードタッチ）ごとに発生する料金であり、元請事

業者として現場管理者を登録する事業者が支払いを行う費用のこと。 

 

３ 対象工事 

  千葉市都市局建築部の所掌する建築工事を対象とする。 

 

４ CCUS活用工事の設定 

（１）CCUS活用工事の設定にあたっては、受注者の希望によるものとする。 

（２）発注者は、本要領が適用される旨を特記仕様書等により明示するものとする。ただし、既

に契約済または、公告されている工事においては、契約締結後速やかに受注者に適用できる旨

を通知するものとする。 

（３）契約後、工事着手までに受注者から申し出がある場合に、受発注者間の協議により CCUS

活用工事として設定できるものとする。ただし、予算執行状況を踏まえカードリーダー等購入

費用及び現場利用料を受発注者間の協議により発注者負担出来ない場合についても「５実施内

容」を受注者負担で実施した際は、CCUS活用工事として設定できる。 

 

５ 実施内容 

（１） 受注者は、CCUSに「現場情報」「契約情報」「工事情報」の登録を行い、以下の内容につ

いて実施するものとする。 

実施項目 達成基準 

①事業者登録 元請事業者の登録が完了していること。 

②技能者登録 
１名以上の技能者の登録が完了していること。 

（詳細型と簡略型の型式は問わない） 

③就業履歴情報登録 
カードリーダー等を設置し、技能者登録の対象者

の就業履歴情報の登録（蓄積）を行ったこと。 

 

（２）受注者は、CCUSの活用にあたっては、システムの運用主体である（一財）建設業振興基

金が作成する「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」等に基づき、適正に実施す

るものとする。 

 



 

６ 実施状況の確認 

受注者は、工事完成１か月前までに、５に掲げる CCUS活用工事の実施項目について、以下

の書類を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

実施項目 確認（提出）書類の例 

①事業者登録 
登録完了メール（写し）もしくは就業履歴

一覧（月別カレンダー） 

②技能者登録 
登録完了メール（写し）もしくは就業履歴

一覧（月別カレンダー） 

③就業履歴情報登録 
カードリーダー等の現場設置状況写真及び

就業履歴一覧（月別カレンダー） 

 

７ 工事成績評定における評価 

発注者は、５に掲げる CCUS活用工事において受注者が実施する項目について、基準を達し

た場合は、工事成績評定において、以下のとおり加点するものとする。 

 

評価対象項目 評価基準・工事成績評定（※） 

①事業者登録 創意工夫において加点 

①～③の３つ全ての基準を達成：１点 
②技能者登録 

③就業履歴情報登録 

※工事成績評定の加点は、得点割合０．４を乗じた点数となる。 

 

８ CCUS活用に係る費用 

CCUS活用のためのカードリーダー等購入費用及び現場利用料については、予算執行状況を

踏まえ受発注者間の協議により設計変更の対象とすることができる。 

設計変更の対象とする場合、受注者から工事完成１か月前までに、支出実績を証する資料が

提出され、契約金額の変更の求めがあった際、支出実績に応じた金額を現場管理費として積上

げ計上し、変更契約を行う。 

設計変更の対象としない場合においても、「５実施内容」を実施し、「６実施状況の確認」が

出来たときは、「７工事成績評定における評価」の対象とする。 

 

（１）カードリーダー等購入費用 

カードリーダー（もしくは、就業履歴情報の登録のための顔認証カメラや顔認証型のリーダ

ー）の購入費用（新規購入に限る）について、現場での使用実績を確認した上で、購入を証す

る領収書等に基づき費用を計上する。 

 

入構管理機器の OS 計上費用の上限 台数 

Ｗｉｎｄｏｗｓ 10,000 円／台（税抜） 当該工事現場に設置する数 

（１工事あたり１台を上限） 
ｉＯＳ 30,000 円／台（税抜） 

 

なお、CCUSの継続的な活用の観点から、リースの場合は費用を計上しない。また、就業履

歴の蓄積に使用する機器（パソコンやタブレット等）の設置費や通信費は計上しない。 

工事担当課は購入費用の変更状況を建築管理課に報告するものとする。 

 

（２）現場利用料 

現場における現場利用料は、当該現場に係る現場利用料の明細に基づき費用を計上する。

（１０円／回）また、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、（一財）建設業



 

振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とする。 

なお、CCUSへのシステム登録（事業者登録、管理者 ID登録、技能者登録）のための費用は

計上しない。 

９ アンケート調査 

受注者は、発注者が別途実施するアンケート調査について、協力するものとする。 

 

１０ その他 

この要領に定めのない事項については、受発注者間の協議により定めるものとする。 

 

 

附則  

  この要領は、令和８年４月１日以降に公告する案件から適用する。 


